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協議事項（１）

臨床研修病院の指定の取消し（芳珠記念病院）

協議資料１



2

臨床研修病院の指定の取消（芳珠記念病院）

○ 芳珠記念病院より基幹型臨床研修病院の指定取消申請書が提出された。指定取消に
ついては、本協議会で協議することとされており、ご意見をいただきたい。
→同院の基幹型採用数：直近５年の採用実績なし

○ 今回の指定取消取は基幹型病院についてのものであり、協力型病院としての研修医受
入は可能。同院は協力型病院として研修医の受入を継続して行っていく意向。

16 臨床研修病院の指定の取消しの申請 

(1)  基幹型臨床研修病院の指定の取消しの申請基幹型臨
床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消し
を受けようとするときは、あらかじめ指定取消申請書（様
式Ａ‐13）を都道府県知事に提出しなければならないこと。 

（略）

(3)  都道府県知事は、(1)及び(2)の申請があった場合にお
いて、当該臨床研修病院の指定を取り消すことが相当と
認めるときは、その指定を取り消すことができること。なお
、臨床研修病院の開設者は、当該指定が取り消されたと
きは、臨床研修病院指定証を都道府県に返還すること。

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（R6.３.29改正・抜粋）

25 臨床研修に関する地域医療対策協議会

(3)  地域医療対策協議会は、以下の項目について協議、 
検討すること。

（略）

       カ 臨床研修病院の指定や取消しに関すること。
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協議事項（２）

令和８年度 臨床研修医の募集定員配分

協議資料２
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臨床研修医の募集定員配分

○ 臨床研修の必修化後、研修医の募集定員が研修希望者の1.3倍を超える規模まで拡大し、
 研修医が都市部に集中する傾向が続いたため、Ｈ２２年度研修から都道府県別の募集定員上
 限が設定された。

○ 研修希望者（グラフ緑）は増加しているが、募集定員（グラフ青）は横ばい（H31以降は微減）で
 あり、定員倍率は縮小している。

○ 臨床研修医の定員は、本協議会の意見を踏まえ、県が決定することとされている。
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臨床研修医の募集定員配分

○ 全国の募集定員（左図）は毎年減少しており、Ｒ７年はＲ元比で約10%減少。

○ 本県の定員（右図）もおおむね毎年減少しており、本県の令和８年度の定員上限は１２７人
（前年比 ▲４人）。各病院への配分が難しくなっているところ。

173

159

139
134 134 135

131 127

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

本県の臨床研修定員上限数
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 から１人を加算できるルールが廃止された。
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令和８年度 臨床研修医の募集定員配分（案）

○ 例年同様のルール（以下１～３）に基づき、下表のとおり定員を設定したい。

[ルール１]  ①過去５年間（R2～R6）の平均マッチング者数（A）を保証  ※小数点以下切り上げ
 ②大学病院の小児科・産婦人科の特別コース（４名）、県立中央病院の自治医大卒医師（２～３（人数分）名）を配分

[ルール2]   募集定員が１名の病院は定数を２とする
[ルール3]   過去５年のマッチング状況等を考慮し調整  ※必要に応じて、採用実績（Ｂ）定着率(Ｃ)や特記事項(Ｄ)を参照

R3
採用分

R4
採用分

R5
採用分

R6
採用分

R7
採用分

R2
採用

R3
採用

R4
採用

R5
採用

R6
採用

①H30-R4
平均

採用者数

②R2-R6
平均

修了者数

③R2-R6
修了後平均

県内定着者数

ルール
１（切上）

ルール
２

ルール
3

1 38 26.4 29 22 28 24 29 26.0 35 27 16 30 22 82% 30.8 30.8 25.2 38 31 +7 +0

34 26.2 29 22 28 24 28 25.8 34 27 16 30 22 34 27 +7 -
4 0.2 0 0 0 0 1 0.2 1 0 0 0 0 4 4 -

2 38 28.0 24 33 15 34 34 23.4 36 18 23 14 26 73% 25.6 25.6 18.8 38 32 +6 +0

34 27.6 24 33 15 32 34 23.0 36 18 23 14 24 34 28 +6 -
4 0.4 0 0 0 2 0 0.4 0 0 0 0 2 4 4 -

76 54.4 53 55 43 58 63 49.4 71 45 39 44 48 78% 56.4 56.4 44 76 63 +13 +0

3 16 15.6 14 16 16 16 16 15.2 14 14 16 16 16 77% 11.4 11.2 8.8 16 16 +0

13 13.2 12 14 13 14 13 13.0 12 12 14 13 14 77% 11.4 11.2 8.8 14 14 -
3 2.4 2 2 3 2 3 2.2 2 2 2 3 2 2 2 -

4 8 6.6 2 8 8 8 7 6.8 7 4 7 8 8 67% 6.6 6.6 4.4 8 7 +1 +0

5 4 2.4 4 1 3 0 4 3.0 4 5 3 2 1 30% 4.6 4.2 1.4 医師不足地域 4 3 +1 +0

6 4 2.8 1 3 3 3 4 2.4 4 0 2 3 3 64% 2.2 2.2 1.4 3 3 ▲ 1

7 5 3.2 4 3 4 3 2 2.6 0 4 3 3 3 36% 2.2 1.8 0.8 4 4 ▲ 1

8 3 3 3 3 3 3 3 2.8 2 3 3 3 3 50% 2.0 2.0 1.0 医師不足地域 3 3 +0

9 2 0.2 0 0 0 0 1 1.2 2 0 0 3 1 75% 0.8 0.6 0.6 2 1 +1 +0

10 2 1.2 0 1 1 2 2 0.6 0 0 1 1 1 100% 1.0 1.0 1.0 医師不足地域 2 2 +0

11 2 0.2 1 0 0 0 0 1.6 2 1 1 2 2 75% 1.6 1.6 1.2 2 1 +1 +0

12 3 2 2 2 2 2 2 1.8 1 2 2 3 1 50% 1.2 1.2 0.6 医師不足地域 3 2 +1 +0

13 2 1.4 1 2 1 1 2 1.0 0 1 2 1 1 38% 1.6 1.2 0.6 2 2 +0

14 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 50% 0.4 0.6 0.2 医師不足地域 0 0 +2 ▲ 2 ▲ 2

15 2 0.8 0 1 2 1 0 1.0 2 0 1 1 1 67% 1.2 1.0 0.8 2 1 +1 +0

55 39.4 32 40 43 39 43 40.0 38 34 41 46 41 62% 36.8 35.2 22.8 51 45 +5 +1 ▲ 4

131 93.8 85 95 86 97 106 89.4 109 79 80 90 89 72% 93.2 91.6 66.8 127 108 +5 +14 ▲ 4

（小計）大学病院以外

合 計

B 平均採用者数（R2-R6採用者）

公 立 能 登 総 合 病 院

Ｊ Ｃ Ｈ Ｏ 金 沢 病 院

小 松 市 民 病 院

公立松任石川中央病院

芳 珠 記 念 病 院

金 沢 赤 十 字 病 院

金 沢 医 療 セ ン タ ー

恵 寿 総 合 病 院

浅 ノ 川 総 合 病 院

城 北 病 院

加賀市医療センター

金 沢 市 立 病 院

（ 小 計 ） 大 学 病 院

県 立 中 央 病 院

通 常 募 集 分

自 治 医 卒 医 師

自治医大（R8は2名）
込みで16名

小 児 ・ 産 科

金 沢 医 科 大 学 病 院

小 児 ・ 産 科 以 外
73% 25.6 25.6 18.8

独自枠（従事枠）
あり

小 児 ・ 産 科 以 外
82% 30.8 30.8 25.2

小 児 ・ 産 科

前
年
度
比

A 平均マッチング者数（R3-R7採用分） Ｃ 採用者の定着率（H30-R4採用者）（③/①） 各ルールの定員内訳

金 沢 大 学 附 属 病 院

Ｒ
7
定
員

過去５年間実績
Ｄ その他
特記事項

（医師不足地域等）

仮：Ｒ8定員配分（上限127名）※マッチング者の太字・下線はフルマッチ
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４月
定員案を国へ報告し、
結果を各病院に通知

６月頃 研修医マッチング登録開始

９月頃 研修医マッチング中間結果公表

１０月頃 研修医マッチング結果公表

３月 Ｒ９定員案を本協議会で協議

令和７年度の臨床研修に関するスケジュール

○ Ｒ７年度のスケジュールは以下のとおり。（例年同様）

Ｒ７年度の予定

＜臨床研修プログラムの作成＞

臨床研修病院は以下２点を
４月中に県へ提出
※様式等は県より別途送付

①年次報告（Ｒ６年分）
②プログラム変更（Ｒ８年分）

※研修医マッチングについては、Ｒ６年度のスケジュールを参考として記載
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報告事項（１）

令和７年度 金沢大学医学類特別枠・自治医科大学

卒業医師の配置

報告資料１
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（1）修学資金の概要

金沢大学医学類特別枠について

○ Ｈ２１年度より金沢大学医学類特別枠の学生に対し、卒業後９年間知事が指定する
 公立病院等で勤務すると返済が免除される石川県緊急医師確保修学資金を貸与。

○ 自治医科大学卒業医師に加え、Ｈ２９年より臨床研修を終えた特別枠医師が順次、
 勤務を開始。令和６年３月で１期生３名が９年間の勤務を修了。

貸与対象者：金沢大学医学類特別枠の医学生で、本県の地域医療に

貢献する強い意思を持っている者

貸与人数：Ｈ21年度 ５人 Ｈ22年度～ 各１０人

Ｒ ３年度 ７人 Ｒ ４年度～ 各１０人

貸 与 額 ：年額2,400千円（月額200千円） ※総額14,400千円

貸与期間：６年間（大学入学から卒業まで）

返還免除：大学卒業後、金沢大学附属病院で２年間の臨床研修を行い、

その後７年間知事が指定する公立病院等に勤務した場合、

修学資金の返還を免除

（３）過去の派遣先一覧

（２）派遣人数の推移
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H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

累計 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

珠 洲 市 総 合 病 院 26 1 2 3 2 2 4 7 5

市 立 輪 島 病 院 18 1 2 2 2 4 3 2 2

公立宇出津総合病院 17 1 2 2 2 3 2 3 2

公 立 穴 水 総 合 病 院 18 1 1 2 2 3 3 3 3

79 4 7 9 8 12 12 15 12

町 立 富 来 病 院 4 0 0 0 0 1 1 1 1

公 立 能 登 総 合 病 院 17 0 1 0 1 3 2 5 5

公 立 羽 咋 病 院 6 0 0 0 0 2 1 2 1

町 立 宝 達 志 水 病 院 0 0 0 0 0 0 0 0 0

恵 寿 総 合 病 院 5 0 0 0 0 0 0 0 5

32 0 1 0 1 6 4 8 12

公 立 河 北 中 央 病 院 2 0 0 0 0 0 1 0 1

金 沢 市 立 病 院 5 0 0 0 0 1 1 2 1

公立松任石川中央病院 6 0 0 0 1 2 2 0 1

公 立 つ る ぎ 病 院 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 1 3 4 2 3

能 美 市 立 病 院 4 0 0 0 0 0 1 0 3

小 松 市 民 病 院 26 0 0 0 2 3 8 6 7

加賀市医療セン ター 11 0 0 0 0 1 1 5 4

41 0 0 0 2 4 10 11 14

こ こ ろ の 病 院 6 0 0 1 0 0 1 2 2

金 沢 大 学 附 属 病 院 63 0 0 6 15 6 12 11 13

県 立 中 央 病 院 20 0 2 2 1 3 2 3 7

金 沢 医 療 セ ン タ ー 16 0 1 3 1 4 3 3 1

105 0 3 12 17 13 18 19 23

540 8 22 42 58 76 96 110 128

３ 次 病 院 計

合計

石 川 中 央 計

南 加 賀 計

病院名

能 登 北 部 計

能 登 中 部 計
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能登北部医療圏への派遣状況

○ 能登北部医療圏の常勤医師の総数は、Ｈ３０年をピークに減少しているが、Ｈ２９年より臨床
 研修を終えた特別枠医師が順次、能登北部医療圏等で勤務を開始しており、特別枠医師は
 増加している（Ｒ６時点で５０名が勤務）。

○ 近年は、自治医科大学卒業医師とあわせ、特別枠の増加により、能登北部４病院（輪島、
 珠洲、穴水、宇出津）に一定数（約２０名）の医師を安定的に派遣している。（Ｒ６年は約４割
 が特別枠・自治医の医師）

能登北部４病院に占める常勤医師数
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金沢大学医学類特別枠・自治医科大学 卒業医師の派遣

○ Ｒ７年度の派遣は次のとおり、能登北部には２１名を派遣。

うち特別枠 うち自治医

珠 洲 市 総 合 病 院 7 4 3

市 立 輪 島 病 院 7 4 3

公立宇出津総合病院 3 2 1

公 立 穴水 総合 病院 4 3 1

21 13 8

町 立 富 来 病 院 2 1 1

公 立 能登 総合 病院 8 8 0

公 立 羽 咋 病 院 0 0 0

町 立 宝達 志水 病院 2 0 2

恵 寿 総 合 病 院 4 4 0

16 13 3

公 立 河北 中央 病院 0 0 0

金 沢 市 立 病 院 0 0 0

公立松任石川中央病院 0 0 0

公 立 つ る ぎ 病 院 1 0 1

1 0 1

能 美 市 立 病 院 2 2 0

小 松 市 民 病 院 11 11 0

加賀市医療センター 5 5 0

18 18 0

こ こ ろ の 病 院 1 1 0

金 沢 大学 附属 病院 11 11 0

県 立 中 央 病 院 12 7 5

金 沢 医 療 セ ン タ ー 1 1 0

25 20 5

81 64 17

南 加 賀 計

３ 次 病 院 計

石 川 中 央 計

合 計

病院名
R7派遣者数

能 登 北 部 計

能 登 中 部 計
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R8年度の地域枠臨時定員について

R7.1.21 第９回医師養成過程を通じ
た医師の偏在対策等に関する検討会
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来年度の予定

○ Ｒ７年度は、夏頃にＲ８年度派遣先について、各病院の意見聴取を行い、本協議会にて
  派遣数(概要）を協議する予定。

Ｒ７年度の予定

８月

Ｒ８年度の派遣計画
を本協議会で協議

１月～２月

派遣先病院
を決定・内示

３月

派遣結果を
本協議会で報告

７月

派遣先病院
への聞き取り

４月



石川県健康福祉部
地域医療推進室

1

報告事項（２）

国の「医師偏在の是正に向けた
総合的な対策パッケージ」

報告資料２



2

本日のご説明事項

本日は、昨年12月に国が策定・公表した「医師偏在の是正に向けた
総合的な対策パッケージ」のうち、当面の対応が必要な

➢  重点医師偏在対策支援区域として選定する医療圏
➢  重点医師偏在対策支援区域における医師偏在是正プランの策定
➢  緊急的な取組を要する事項(診療所の承継・開業支援事業)

について概要を事務局からご説明させていただきます。

※これらの取組みの今後の進め方は、改めてご相談させていただきます。
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R6.12.25策定・公表

○ 医師養成過程を通じた取組
医学部臨時定員の適正化、恒久定員内への地域枠の設置等

○ 医師確保計画の実効性の確保
重点医師偏在対策支援区域の設定、医師偏在是正プランの策定等

○ 地域偏在対策における経済的インセンティブ等
経済的インセンティブ、全国的なマッチング機能の支援、リカレント教育の支援、県と大学病院との連携パートナーシップ協定等

○ 地域の医療機関の支え合いの仕組み
医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大、保険医療機関の管理者要件等

○ 診療科偏在の是正に向けた取組
 若手医師から選ばれるための環境づくり、処遇改善に向けた支援等



医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋） 参考

4



医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋） 参考

5

厚生労働省から具体の候補区域として
「能登北部」の提示あり(R7.1.22)

5
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R7.1.22国説明会資料



医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（抜粋） 参考

7

当面の対応として、「診療所の承継・開業支援事業」の実施に向けた
①重点医師偏在対策支援区域の選定
②医師偏在是正プランの策定
が必要
※それ以外のインセンティブ等については、令和７～８年度に作業
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R7.1.22国説明会資料

8



1

報告事項（３）

総合診療医等養成研究会（仮）の立上げ

報告資料３
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◎専門病院
がんの手術、放射線治療や循環器病の手術など急性心筋梗
塞や脳卒中の超急性期治療については、新病院は、他の医
療圏の病院と連携して提供

◎大学病院
新病院は、金沢大学、金沢医科大学、県立中央病院と連携
し、どのような病気でも幅広く診ることができ、救急医療
に対応できる総合診療医等を育成

新病院
●救急機能の集約化(“断らない救急”)

●入院機能(急性期・回復期)の集約化
●専門外来

サテライト
●一般外来

●介護医療院

サテライト
●一般外来

●老健施設

サテライト
●一般外来

サテライト
●一般外来

病院
（慢性期）

診療所 診療所

診療所
診療所

訪問看護
ST

介護
事業所

介護
事業所

訪問看護
ST

介護
事業所

奥能登の住民の命と健康を守る「新病院とサテライトのグループ」

新病院とサテライトの一体的運営

介護
事業所

介護
事業所

介護
事業所

介護
事業所

訪問看護
ST

介護
事業所

介護
事業所

★サテライトを設け、患者の医療アクセスを確保★将来の介護需要を見据え、介護施設等を併設

★要介護者等に対する最先端の予防医療提
供

★専門医療へのアクセス確保 ★総合診療医等の養成

★人的交流、患者の紹介、医療DX

★持続可能な健全経営

★他医療圏との連携

2

参考
第２回奥能登公立４病院機能強化検討会（R7.2.19）資料
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《参加機関（案）》
医療機関：金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、県立中央病院、

被災地域の病院（輪島病院、珠洲市総合病院、穴水総合病院、宇出津総合病院、富来病院、能登総合病院、恵寿総合病院）

関係団体：県医師会
行 政：県 等

《検討課題》
①新病院に求められる医師像

新病院に勤務する医師は、新病院において救急医療等に従事するとともに、サテライトで一般外来や巡回診療を
担う役割が期待されている。新病院に求められる医師像は、救急医療に強い総合診療医などと考えているが、その
ほかどのような能力・知識が必要となるか。

②魅力的な研修環境
新病院には、研修医にとって魅力的な研修環境を整え、義務年限のある医師（自治医や金大特別枠医師）だけで

なく、総合診療科などに関心のある若手医師を集められる体制を構築できないか。

③総合診療医のキャリア形成について
現在、奥能登4公立病院の常勤医師の約４割は、自治医と金大特別枠医師が占めているほか、今後は、金沢医科大

学の独自枠の医師等の勤務も期待される。こうした義務年限のある医師をはじめとする若手医師に総合診療に携
わってもらうなかで、総合診療への関心を高めてもらい、総合診療専門医として養成していくためには、どのよう
なキャリアパス提示が効果的か。

総合診療医等養成研究会（仮）の立上げ（案）
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報告事項（４）

金沢大学医学類特別枠のキャリア形成プログラムの運用の見直し

報告資料４
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金大特別枠医師のキャリア形成プログラムについて

（1）修学資金の概要

○ Ｈ２１年度より金沢大学医学類特別枠の学生に対し、卒業後９年間知事が指定する
 公立病院等で勤務すると返済が免除される石川県緊急医師確保修学資金を貸与。

○ Ｈ３０年に開催した本協議会において、医師不足地域での医師確保と医師のキャリアとの
 両立を図るため、勤務パターン等を記載したキャリア形成プログラムを策定している。

貸与対象者：金沢大学医学類特別枠の医学生で、

本県の地域医療に貢献する強い意思を

持っている者

貸与人数：Ｈ21年度 ５人、Ｈ22年度～ 各１０人

（ただし、Ｒ３年度は７人）

貸 与 額 ：年額2,400千円（月額200千円）

※総額14,400千円

貸与期間：６年間（大学入学から卒業まで）

返還免除：大学卒業後、金沢大学附属病院で２年間

の臨床研修を行い、その後７年間知事が

指定する公立病院等に勤務した場合、修

学資金の返還を免除

（２）過去の派遣先一覧

累計 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

珠 洲 市 総 合 病 院 26 1 2 3 2 2 4 7 5

市 立 輪 島 病 院 18 1 2 2 2 4 3 2 2

公立宇出津総合病院 17 1 2 2 2 3 2 3 2

公 立 穴 水 総 合 病 院 18 1 1 2 2 3 3 3 3

79 4 7 9 8 12 12 15 12

町 立 富 来 病 院 4 0 0 0 0 1 1 1 1

公 立 能 登 総 合 病 院 17 0 1 0 1 3 2 5 5

公 立 羽 咋 病 院 6 0 0 0 0 2 1 2 1

町 立 宝 達 志 水 病 院 0 0 0 0 0 0 0 0 0

恵 寿 総 合 病 院 5 0 0 0 0 0 0 0 5

32 0 1 0 1 6 4 8 12

公 立 河 北 中 央 病 院 2 0 0 0 0 0 1 0 1

金 沢 市 立 病 院 5 0 0 0 0 1 1 2 1

公立松任石川中央病院 6 0 0 0 1 2 2 0 1

公 立 つ る ぎ 病 院 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 1 3 4 2 3

能 美 市 立 病 院 4 0 0 0 0 0 1 0 3

小 松 市 民 病 院 26 0 0 0 2 3 8 6 7

加賀市医療セン ター 11 0 0 0 0 1 1 5 4

41 0 0 0 2 4 10 11 14

こ こ ろ の 病 院 6 0 0 1 0 0 1 2 2

金 沢 大 学 附 属 病 院 63 0 0 6 15 6 12 11 13

県 立 中 央 病 院 20 0 2 2 1 3 2 3 7

金 沢 医 療 セ ン タ ー 16 0 1 3 1 4 3 3 1

105 0 3 12 17 13 18 19 23

4 11 21 29 38 48 55 64合計

３ 次 病 院 計

病院名

能 登 北 部 計

能 登 中 部 計

石 川 中 央 計

南 加 賀 計
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金大特別枠医師のキャリア形成プログラムの今後の運用について

課 題

• これまでは、能登北部での需要がある診療科等については、従来想定していた運用にこだわることなく

当該診療科の専門医として派遣できるよう配慮を行ってきたが、能登半島地震による住民の避難等によ

り医療需要が減少する中、能登北部における常勤医師のポスト数が限られる診療科では、特別枠医師の

専門医としての派遣が困難となるケースの発生が懸念される。

• 現在、能登北部においては新病院の建設が検討されており、仮に新病院が開設された場合、救急車約

2000台超を受け入れて、断らない救急医療を実施することが求められることを踏まえると、能登北部の

ニーズが限定的で、専門医として派遣が困難な診療科希望者には、幅広い診療能力を身に着け、内科医

や総合診療医師として、能登北部に複数年、勤務してもらう必要がある。

• また、ワークライフバランス等を考慮し、特別枠医師の希望を受け、義務年限の早い時期に複数年間、

能登北部での勤務を行ったあとに専門研修を行った事例があるが、こうした勤務調整は、特別枠医師本

人のためにも、地域医療を確保するためにも、望ましい形と考えられる。

➢ 本県の地域医療の確保のためには、あらゆる診療科の医師が必要であることは言うまでもない。

➢ しかし、金大特別枠医師は、原則、能登北部・能登中部・南加賀に少なくとも４年間（うち、能登北部に

少なくとも２年間）勤務することが想定されており、キャリア形成プログラムは、こうした地域の医療需

要を踏まえた運用が求められる。

➢ 内科・総合診療科・救命救急科や医師不足診療科（産科、小児科、麻酔科、外科、脳神経外科）以外の診

療科の希望者は、義務年限の早期に内科（総合診療医）として能登北部等に３年程度勤務する従来から想

定していた運用とする。
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金大特別枠医師のキャリア形成プログラムについて

○ 主な変更点は以下のとおり。

① 金大特別枠医師が派遣される地域の医療需要等を踏まえ、一部診療科の希望者の配
置モデルについて、義務年限の早期に内科（総合診療科）として３年程度能登北部等で
勤務する従来から想定していた形とする。

※なお、経過措置として、令和６年度以前の入学者の配置は従前の配置モデル
（勤務パターン）を適用する。

② 次のとおり、注意事項の表記に追加・修正を行う。

・産前産後休暇が義務に含まれることを追記
・義務中断の上限や大学院進学等での中断についての記載を追記
・その他文章や内容の記載を整理・修正
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金沢大学医学類特別枠キャリア形成プログラム

病院区分 必要期間 病院数 病院名

A 医師少数区域 能登北部 ２年以上 ４病院 市立輪島病院、珠洲市総合病院、公立宇出津総合病院、公立穴水総合病院

B
人口10万対医師
数が全国平均を
下回る地域

能登中部
２年以上

５病院 公立能登総合病院、町立富来病院、公立羽咋病院、町立宝達志水病院、恵寿総合病院

南加賀 ３病院 小松市民病院、加賀市医療センター、能美市立病院

C 石川中央 １年以下 ４病院 金沢市立病院、公立松任石川中央病院、公立つるぎ病院、公立河北中央病院

D 三次病院（専門研修） ２年以下 ５病院 金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、県立中央病院、県立こころの病院、
金沢医療センター

■基本方針

① 臨床研修は金沢大学附属病院（同院を基幹病院とする臨床研修プログラム）にて行う。
② 臨床研修後の７年間については以下の知事指定医療機関の病院区分毎に必要期間を満たす必要がある。

義務年限 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

配 置 先 金沢大学附属病院
原則 、

A能登北部
原則 、

A能登北部

※能登北部での勤務時は原則として内科（総合診療科）での勤務となる。
※配置要望や診療科等によっては、能登北部以外の勤務を能登北部勤務とみなすなど、標準的なキャリアプランと異なる取扱いをすることがある。

専 門 研 修

② その他診療科（眼科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、整形外科、精神科、耳鼻咽喉科等）の標準的なキャリアプラン

追
加

※以下はあくまで例示であり、配置を保証するものではない。配置事情（受入病院の状況や医局、本人事情等）や社会情勢等により変更となる場合がある。

必要期間を満たすよう配置

※３～５年目は希望する診療科にかかわらず、内科（総合診療科）での勤務となるため、１～２年目の臨床研修において、幅広い診療能力を身につけておくことが望まれる。
※５年目は内科（総合診療科）として勤務することとなるが、希望する診療科にも一部従事できるよう配慮する。

配置モデル（例）

能登北部等の勤務で幅広い診療能力を身につけた上で、地域の基幹病院での勤務や大学病院等での専門研修
など、様々な病院を経験することにより、地域貢献と専門医取得の両立を図る。

義務年限 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

配 置 先 金沢大学附属病院
原則 、

A能登北部

原則、
B能登中部
又は南加賀

必要期間を

満たすよう
配置

専 門 研 修

今後の
運用案

① 内科や救命救急科、総合診療科、不足診療科（※）の標準的なキャリアプラン

※不足診療科（産科、小児科、麻酔科、外科、脳神経外科）については、専門研修の早期受講等について配慮を行う。
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金沢大学医学類特別枠キャリア形成プログラム

〇 疾病や災害、育児休暇（産前産後休暇は義務に含まれる）、大学院進学、海外留学等については、県と協議の上、必要と認められる

場合は義務期間（返済免除に必要な勤務期間）の一時中断が可能である。ただし、中断された期間は業務従事期間に参入されない

ため、義務修了時期が延長される。

○ 中断期間は、原則として、育児2年（子ども一人につき）、大学院進学４年、海外留学２年までとする。ただし、必要性が認められな

い場合は中断期間を短縮される場合がある。また、中断にあたり、理由書や証拠書類の提出や現況確認を行う場合がある。

１．臨床研修・専門研修について

○ 臨床研修は金沢大学附属病院を基幹型病院とする研修プログラムを利用すること。
※後述のとおり、希望診療科によっては、総合診療医として派遣される可能性があるため、幅広い診療能力を身につけておくことが望まれる。

○ 専門研修は原則として、金沢大学附属病院を基幹病院とする専門研修プログラムを利用すること。

○ 金沢大学医学類特別枠卒業医師は、義務年限の早期に内科（総合診療科）として能登北部に勤務することが想定される。

特に内科・総合診療科・救命救急科や医師不足診療科（小児科、産婦人科、外科、脳神経外科、麻酔科）以外の診療科の希望者は、

能登北部等に３年程度の勤務が想定されるため、専門研修の中断や専門医資格の取得が遅れる場合があり得る。

事前に専門研修プログラムの担当者に確認をすること。

２．義務の中断について

○ 配置モデルはあくまで例示であり、将来の配置を保証したものではなく、変更となる可能性がある。

〇 本プログラムは、地域貢献と専門医取得の両立を図ることを目的としたものであるが、社会情勢等の変更により変更となる

場合がある。

〇 このプログラムは全ての特別枠卒業医師に適用されるが、令和６年以前の入学者の配置モデルは従前のプログラムの勤務

パターンを適用する。

３．その他

今後の
運用案
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義務年限 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

配 置 先 金沢大学附属病院
原則 、
能登北部

原則 、
能登北部

金大特別枠医師のキャリア形成プログラムについて

■知事指定医療機関

病院区分 病院数 病院名

Ａ 能登北部（注） ４病院 市立輪島病院、珠洲市総合病院、公立宇出津総合病院、公立穴水総合病院

Ｂ 能登北部
 以外

能登中部（注） ５病院 公立能登総合病院、町立富来病院、公立羽咋病院、町立宝達志水病院、恵寿総合病院

石川中央 ４病院 金沢市立病院、公立松任石川中央病院、公立つるぎ病院、公立河北中央病院

南加賀（注） ３病院 小松市民病院、加賀市医療センター、能美市立病院

Ｃ 三次病院（専門研修） ５病院 金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、県立中央病院、県立こころの病院、金沢医療センター

■勤務パターン

能登北部等の勤務で幅広い診療能力を身につけた上で、地域の基幹病院での勤務や大学病院等での専門研修など、様々な病院を経験することに

より、「地域貢献＋専門医取得」の両立を図る。

※原則、２年間能登北部で勤務するが、不足診療科に限り、能登北部病院の配置要望の状況によっては、能登北部以外の勤務を認める（能登北部勤務とみなす）場合がある。

「A 能登北部」または「B 能登北部以外」に５年勤務（ うち、医師の確保を特に図るべき区域等（石川中央以外の医療圏）に４年勤務 ）

○内科や不足診療科（外科、脳神経外科、小児科・産婦人科・麻酔科・救命救急科等）の標準的なキャリアプラン

専 門 研 修

義務年限 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

配 置 先 金沢大学附属病院 A 能登北部

医師不足状況を踏まえつつ
Ａ．能登北部
Ｂ．能登北部以外に勤務
Ｃ．三次病院に勤務（専門研修）

C 三次病院

医師不足状況を踏まえつつ
Ａ．能登北部
Ｂ．能登北部以外に勤務
Ｃ．三次病院に勤務（専門研修）

主 に 従 事
する診療科

（初期臨床研修）

・原則、内科（総合診療）
【不足診療科（注）の場合】
・専門研修を前倒しするなど、早めに希望する
診療 科に従事できるよう配慮

（注）当面、産科・小児科・麻酔科・外科・救命救急科、
脳神経外科等を想定

・原則、希望する診療科
  （専門研修）

・原則、内科（総合診療）
【不足診療科（注）の場合】
・専門研修を前倒しするなど、早めに
希望する診療科に従事できるよう配慮
（注）当面、産科・小児科・麻酔科・外科・救命救
急科、脳神経外科等を想定

（注）能登北部、能登中部、南加賀の３医療圏は、人口10万対医師数が全国平均を下回る地域

現行
（R6以前入学者に適用）



参考資料１ 

石川県地域医療対策協議会運営要綱 
 

（目的） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の２３及び令和５年３月３１日付

け医政発０３３１第１６号厚生労働省医政局長通知「医療計画について」の別紙「医療

計画作成指針」第３「７医師の確保及び医療従事者（医師を除く。）の確保」に基づき、

医師及び医療従事者の確保を図るために必要な事項について協議を行う石川県地域医

療対策協議会（以下「協議会」という。）の運営について、必要な事項を定める。 

 

（構成員） 

第２条 協議会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。 

 

（協議事項） 

第３条 協議会においては、医師及び医療従事者の確保を図るために必要な次に掲げる事

項について協議を行い、協議が調った事項を公表するものとする。 

 一 医師の確保に関する事項 

  イ キャリア形成プログラムに関する事項 

  ロ 医師派遣の方針に関する事項 

  ハ キャリア形成プログラムに基づき医師が不足している地域に派遣された医師の能

力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項 

ニ 医師が不足している地域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事

項 

  ホ 医師法の規定によりその権限に属させられた事項 

  ヘ その他医師の確保を図るために必要な事項 

 二 医療従事者（歯科医師、薬剤師、看護職員等）の確保に関する事項 

 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、石川県健康福祉部長が招集する。 

２ 協議会に議長を置き、構成員のうちから互選により選出する。なお、議長は石川県職

員以外の者とする。 

 

（部会） 

第５条 第３条に掲げる事項に関し、専門的な検討を行うため、必要に応じて、協議会に、

次に掲げる職の確保に関する部会を置くことができる。 

一 医師 

二 歯科医師 

三 薬剤師 

四 看護職員 

五 その他の医療従事者 

２ 前項に掲げる部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（事務局） 

第６条 協議会の庶務を処理するため、石川県健康福祉部地域医療推進室に事務局を置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３１年３月３１日から施行する。 

２ 石川県地域医療支援協議会設置要綱は、廃止する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年１１月３０日から施行する。 



 

附 則 

この要綱は、令和５年８月２４日から施行する。 

 



（別表）石川県地域医療対策協議会構成員

金沢大学理事（附属病院担当） 谷内江　昭宏

金沢大学附属病院長 吉崎　智一

金沢医科大学病院長 川原　範夫

石川県立中央病院長 岡田　俊英

能登北部地域医療協議会幹事 品川　誠

公立能登総合病院事業管理者 吉村　光弘

石川県病院協会会長 石野　洋

石川県医師会長・石川県医療審議会会長 安田　健二

金沢大学医学系長・医学類長 山本　靖彦

社会医療法人財団董仙会理事長 神野　正博

国立病院機構金沢医療センター院長 阪上　学

地域医療機能推進機構金沢病院院長 村本　弘昭

石川県歯科医師会長 飯利　邦洋

石川県薬剤師会長 中森　慶滋

石川県看護協会長 小藤　幹恵

石川県市長会会長 村山　卓

石川県町長会会長 矢田　富郎

石川県婦人団体協議会会長 能木場　由紀子

石川県健康福祉部長 柚森　直弘
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